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事 業 承 継 税 制

特例承継計画作成支援サービス
(法人版)事業承継税制とは？
エントリ―シ―トを提出すれば贈与税相続税が優遇されます
◆自社株を贈与・相続するときの負担がゼロ
◆親族外を含む複数の株主が後継者(最大3人)へ！
その他
◆廃業などの万が一にも減免有
◆雇用要件を満たせなくても、認定支援機関の指導・助言により猶予継続も可能

特例を受けるには、

特例承継計画の提出が必要！！(2026年3月末まで)
※実際に事業承継を行う期限は2027年12月末まで

「エントリーシート」とは？
事業承継税制の特例を受けるため都道府県に提出が必要なもので「特例承継計画」とよばれています。
下記①～④について検討し、特例承継計画に記載する必要があります。
①後継者(最大3人まで)
③承継時期までの経営課題

②株式の承継時期
④承継後5年間の経営計画

＜具体例＞

自社株10億円×実効税率50％（仮定）＝5億円
→事業承継税制を適用すれば、贈与税･相続税がゼロに！

※適用には、一定の要件が必要です。

特例承継計画策定支援 15万円(税別)

初回相談
無料

5億円の
節税に!

経済産業省認定

認定経営革新
等支援機関

(法人版)事業承継税制とは?


